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団 体 営 た め 池 等 整 備 事 業 （ 廃 止 ）

三次市３期（廃止）地区　鴻鳥池廃止工事　仕様書



1.　　本地区の工事仕様は広島県土木工事仕様書による外、特別仕様書に定めるところによる。

2.　　工事施工に当り、設計書・図面および仕様書について疑義を生じたときは係員に協議し指示を受けること。

3.　　工事関係区域内の交通規制および安全施設等は、請負人において責任を持って対応すること。また、関係区間内における一般車両の

　　通行車線および歩行者通路については、常に維持補修を行い円滑な通行を確保すること。（必要に応じ夜間照明等設置する）

4.　　本工事の工期は、検査期間として14日間を見込んでいる。

 　　　このため，工期の末日から起算して１４日前までに工事の完成及び完成通知書の提出を行う。

仕　　　　　様　　　　　書



1.　　請負者は，施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに，監督員に提出するものとする。

　　　なお，様式については，監理技術者・主任技術者（下請けを含む）及び専門技術者の顔写真，氏名，生年月日，所属会社名を

　　　記載するものとする。

　

2.　　請負者は，工事現場内において，監理技術者，主任技術者，（下請けを含む）に工事名，工期，顔写真，所属会社名及び

　　　証明印の入った名札を着用するものとする。

3. 　上記各様式・書式については，別途協議するものとする。

4. 　法定外の労災保険の付保

　１）　本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

　２）　受注者は，建設工事請負契約約款第４７条に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又はこれに代わるものを速

　　　 やかに監督職員に提示しなければならない。

　３）　法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済

　　　　団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，

　　　 労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

6.　　週休２日制工事について

　　　本工事は週休２日制工事であり，「三次市週休2日適用工事等実施要領」に基づき実施すること。

特　　記　　仕　　様　　書


